
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

〇

〇

¾

省

令

自

動

車

の

種

別

一
酸
化
炭
素

炭
化
水
素

窒
素
酸
化
物

粒
子
状
物
質

一

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十

人
以
下
の
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自
動
車

で
あ
つ
て
車
両
重
量
が
一
二
六
五
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
も
の

〇
・
九
八

〇
・
二
四

〇
・
四
三

〇
・
一
一

二

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十

人
以
下
の
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自
動
車

で
あ
つ
て
車
両
重
量
が
一
二
六
五
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
る
も
の

〇
・
九
八

〇
・
二
四

〇
・
四
五

〇
・
一
一

三

車
両
総
重
量
が
一
・
七
ト
ン
以
下
の
普

通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
前
二
号
に

掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。）

〇
・
九
八

〇
・
二
四

〇
・
四
三

〇
・
一
一

四

車
両
総
重
量
が
一
・
七
ト
ン
を
超
え

二
・
五
ト
ン
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小

型
自
動
車
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
自
動
車
を
除
く
。）

二
・
七
〇

〇
・
六
二

〇
・
九
七

〇
・
一
八

第
三
十
一
条
第
十
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

自

動

車

の

種

別

一
酸
化
炭
素

炭
化
水
素

窒
素
酸
化
物

粒
子
状
物
質

一

前
項
の
表
の
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車

〇
・
六
三

〇
・
一
二

〇
・
二
八

〇
・
〇
五
二

二

前
項
の
表
の
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車

〇
・
六
三

〇
・
一
二

〇
・
三
〇

〇
・
〇
五
六

三

前
項
の
表
の
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車

〇
・
六
三

〇
・
一
二

〇
・
二
八

〇
・
〇
五
二

四

前
項
の
表
の
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車

二
・
一
〇

〇
・
四
〇

〇
・
七
〇

〇
・
〇
九
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第
三
十
一
条
第
十
四
項
中
「
及
び
軽
油
を
燃
料
と
す
る
」
を
「
、
第
十
項
の
自
動
車
で
あ
つ
て
同
項
の
表
の
第
四

号
に
掲
げ
る
も
の
、
第
十
一
項
の
自
動
車
で
あ
つ
て
同
項
の
表
の
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
十
二
項
及
び
第

十
三
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
項
中
「
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
」
を
「
、
液
化
石
油
ガ
ス
又
は
軽
油
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
十
項
の
自
動
車
で
あ
つ
て
同
項
の
表
の
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
、
第
十
一
項
の
自
動
車
で
あ
つ
て

同
項
の
表
の
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
運
輸
三
一
）

J

〔
告

示
〕

〇
平
成
十
二
年
度
電
源
開
発
基
本
計
画
を
公

表
す
る
件
（
総
理
四
七
）

M

〇
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
量
の
許
容
限
度
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
環
境
庁
六
〇
）

N

〇
種
苗
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
品
種
登
録
を
し
た
件

（
農
林
水
産
一
一
七
三
）

O

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

公
示
催
告
、
破
産
、
免
責
関
係

J
J

特
殊
法
人
等

通
信
・
放
送
機
構
入
札
関
係

O
J

会
社
そ
の
他

O
K

会
社
決
算
公
告

O
M

〇
運
輸
省
令
第
三
十
一
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）及
び
第
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
九
月
五
日

運
輸
大
臣

森
田

一

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
十
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

˜


